
せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１．目的 

本要項は、仙台市が実施するせんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託を受託す

る事業者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定する

にあたり、必要となる事項を定めるものである。 

 

２．業務の名称及び概要 

（１）業務委託件名 

  せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託 

（２）業務の内容 

  別紙「せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託仕様書」（以下、「仕様書」と

いう。）のとおり 

（３）委託契約期間 

  契約締結日から令和 9年 3月 31 日まで 

（４）予定価格（上限額） 

    24,600,000 円 

  ※施設開所にかかる別表に掲げる備品などの購入費については、仙台市児童養護施設

等の環境改善事業費補助金交付対象となる見込みであるため予定価格から除くこと

（上限 800 万円）。ただし、補助金の申請の意向がない場合及び仙台市児童養護施

設等の環境改善事業費補助金交付要綱第３条の要件を満たさない場合は除く。補助

金対象となるか疑義がある際には事前に本要綱 12担当課へ問い合わせること。 

（５）選定事業者数 

  １社 

（６）その他 

  本業務は、仙台市と宮城県が共同で実施するもので、事業運営においては仕様書のと

おりとする。ただし、業務委託契約の委託者は仙台市であり、予定価格には宮城県の事

業実施に係る経費を含むものとする。 

 

３．応募資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項各号に該当する者

でないこと。 

（２）仙台市入札契約暴力団等排除要綱別表に掲げる要件に該当する者でないこと。 

（３）仙台市税の滞納がないこと。 



（４）本要項 5（1）ア掲げる提出期限内に、仙台市の「有資格者に対する指名停止に関

する要綱」第 2条第 1項の規定による指名停止を受けていないこと。 

（５）原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有するこ

と。ただし、本市が認めた場合はこの限りではない。 

（６）仙台市内に本店があること。 

 

４．質問及び回答 

（１）質問の内容 

    本プロポーザルに関する質問は、参加承諾書、企画提案書等の作成及び提出に関す

る事項並びに業務実施に関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問並び

に提案内容に係る質問は一切受け付けない。また、電話及びファクシミリでの質疑応

答は行わない。 

（２）質問及び回答の方法 

質問書（様式 1）により、本要項 12 に掲げる担当課まで電子メールで提出するこ

と。 

（３）受付期限 

令和 8年 6月 2日（火） 午後 5時まで 

（４）質問に対する回答 

令和 8年 6月 5日（金）までに、仙台市ホームページに掲載する。 

 

５．参加表明書及び企画提案書の提出 

 本事業の受託を希望する場合、下記により必要書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和 8年 6月 16 日（火）午後 5 時必着 

（２）提 出 先 本要項 12 に掲げる担当課 

（３）提出方法 持参又は郵送・宅配（提出期間内必着） 

※郵送・宅配の場合、事故等による未着について本市では責任を負わない。 

（４）提出書類 

① 参加表明書（様式 2） 

② 企画提案書（様式 3）…5 部 

③ 所要経費内訳書…5 部 

④ 提案者の概要がわかる資料（会社概要等）…1 部 

⑤ 市税の滞納がないことの証明書…1 部 

⑥ 暴力団排除に係る誓約書（様式 4）…1 部 

⑦ 定款又は寄付行為の写し…1 部 

⑧ 履歴事項全部証明書（商業・法人登記簿謄本）…1 部 

⑨ 共同体による参加の場合:共同体に関する提出書類（様式 5-1～5-3）…1 部 



（５）企画提案書作成上の留意事項 

・企画提案書（様式 3）の記載事項を確認し、具体的に記載すること。 

・Ａ４版、用紙は縦向きで使用すること。 

   ・1 枚目（「１提案者の概要」）以外のページには、法人名やその所在地、従事者の実

名等、提案者を容易に特定できるような内容は記載しないこと。やむを得ず記載す

る場合は、該当箇所を黒塗りにすること。 

※提案書等は、仙台市情報公開条例（平成 12 年仙台市条例第 80号）第 2条第 2号に定め

る公文書になるので、同条例第 7号に基づき非公開となる情報を除き、公文書公開の対

象になります。 

 

６．プレゼンテーションの実施 

提出された企画提案書をもとに、書面及びプレゼンテーション審査を行う。 

（１）実施日時  令和 8年 6月 25 日（木）午後 ※詳細日時等は別途通知する。 

（２）実施場所  上杉分庁舎２階第１会議室 

（３）説明時間等 1 者あたり説明 15 分、質疑応答 15 分とする。 

（４）注意事項 

 ・プレゼンテーションの参加人数は 1 事業者当たり 3 人以下とする。 

 ・使用する説明資料は、提出された企画提案書のみとする。 

 ・パソコンやプロジェクタ等の持ち込み機器の使用は不可とする。 

 ・プレゼンテーションは、事業者名がわかる情報を伏せて行うものとする。 

 

７．受託候補者の選定方法 

（１）選定方法 

せんだい・みやぎ妊産婦等生活援助事業業務委託プロポーザル審査委員会におい

て、企画提案書及びプレゼンテーションの内容をもとに評議を行い、全委員の評価点

の合計が満点（100 点×審査委員数）の 6 割以上の者で、評価点の合計が最も高い

者を受託候補者として選定する。評価点の合計が最も高い者が複数いる場合は、下記

に示す審査項目のうち「事業の実施方法等」の合計が最も高い者を受託候補者とす

る。ただし、審査項目の評価点に複数審査員が 1（特に劣っている）を付した場合

は、不選定とする。 

 

（２）評価項目および配点 

 別紙のとおり。 

 

 

 



（３）結果通知 

 すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、契約締結後、受託者を本      

市ホームページで公表する。 

特定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して 7日以内（土日祝日を含

む）に、書面により、本市に対して非選定理由についての説明を求めることができる。

本市が非選定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して 

10 日以内（土日祝日を除く）に、書面にて回答する。ただし、選定結果に関する異議

申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プ

ロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。 

 

８．企画提案書等の無効及び参加資格の喪失等 

次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザ

ルへの参加資格を失うものとする。なお、受託候補者が、参加資格を失った場合には、次

順位の者と手続を行う。 

① 提出期限を過ぎて提出された場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 審査の公平性に害する行為があった場合 

④ 本要項 3 に示す参加要件を欠くことになった場合 

 

９．本契約にかかる留意事項 

・契約については、事前に委託内容等について協議のうえ、随意契約を締結する。 

・契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容をそのまま実施することをあらか

じめ約束するものではなく、業務委託の内容の詳細については別途協議を行うものとす

る。 

・協議が整った後に、受託候補者は改めて詳細な経費を積算した見積書を提出するものと

する。 

 

10．その他 

・企画提案書等の作成、提出、プレゼンテーション参加等に要する費用は、全て事業者の

負担とする。 

・提出された書類等は、返却しない。 

・提出された書類等は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものと

する。 

・提出期限を過ぎた後は、提出書類等の差替え等は一切認めない。 

・参加表明書を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出すること。 

 



11．スケジュール 

募集開始（公告） ：令和 8年 5月 26 日（火） 

質問受付期限 ：令和 8年 6月 2日（火）午後 5 時 

質問に対する回答 ：令和 8年 6月 5日（金） 

参加表明・応募書類提出期限 ：令和 8年 6月 16 日（火）午後 5 時必着 

プレゼンテーション・審査委員会 ：令和 8年 6月 25 日（木）午後 

受託候補者特定結果通知 ：令和 8年 6月下旬 

委託契約の締結 ：令和 8年 7月上旬 

 

12．担当課 

 仙台市 こども若者局 子育て支援推進部 子育て安心課 

 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-5-12 上杉分庁舎 8F 

 TEL：022-214-4447  

 E-mail：kod006040@city.sendai.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表】 

家具 

（ベッド・机・椅子等） 

扇風機 加湿器 

寝具 除湿器 ワイヤレスチャイム 

ロッカー シュレッダー カメラ 

カーテン 電話機 ポット 

ついたて 照明 金庫 

洗濯機・乾燥機ラック インターフォン アルコールチェッカー 

物干し竿 洗濯機・乾燥機 チャイルドシート 

冷蔵庫 レンジ 調理用品 

エアコン コンロ 食器 

掃除機 炊飯器 消防法設備費用  

 


